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弁論の更新にあたって３

２０２６年４月２０日（月） 口頭弁論期日
原告株主ら及び同参加人ら代理人訴訟弁護士大河陽子

大阪地裁令和２年(ﾜ)第5481号



関西電力

役職員ら

関電プラント
（100％子会社）

吉田開発（土木建築）

柳田産業（定期検査等）

森山榮治

相談役報酬の支払

受注が伸びた謝礼
３億円程度を提供

オーイング（警備）

取締役報酬の支払

接待（森山の誕生日会等）
約８９５２万円

顧問料（２００万円／年）

合計約６７８０万円
「但し、業務には
一切関与願わな
いものとする。」

大阪国税局
実際は交際費だった
と申告漏れを指摘

役員ら

森山側から関電側へ金品

約３億６０００万円

森山関連業者への発注要求等

金品受領、事前情報提供、事前発注約束

事前情報提供・事前発
注約束、代金支払

（甲Aア５・別紙３－２－３－１）

（甲Aア５・８６頁、別紙３－２－３－１）
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事前に本件取引先等に個別の工事等を発注することを約束するケース

本件事前発注約束の具体例

（甲Aア５・第三者委員会調査報告書１０２頁）

２０１２年４月２２日付メール
送信者：関電の高浜原発所長の長谷氏
受信者：被告豊松ら複数名
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事前に本件取引先等に個別の工事等を発注することを約束するケース

本件事前発注約束の具体例

（甲Aア５・第三者委員会調査報告書１０２頁）

２０１２年４月２５日付メール
送信者：関電の高浜原発所長の長谷氏
受信者：被告豊松ら複数名

4



本件取引先等について年度ごとの発注予定額を約束するケース

本件事前発注約束の具体例

（甲Aア５・第三者委員会調査報告書１０４頁乃至１０６頁）

第三者委員会のデジタルフォレンジック調査により顕出
エクセル・ファイル：２００４年度分から２００８年度分及び２０１１年度分の「計画折衝経
緯」というシート

5



原告株主の主張（原告会社の主張と同じ）

争点－適正発注体制整備義務

森山の関連会社に対する関係では，不正・不適切な発注が行われる危険性
が特に高かった。
事前発注約束等を認識し又は認識し得た取締役は，当時の業務分掌に応じ，
善管注意義務の具体的内容として，自ら又は取締役をして，本件取引先等に
対して不正・不適切な発注が行われることがないように，通常の取引先に対す
る発注や地元貢献の場合とは異なる，より高度の発注に関する適正性を確保
する体制を構築すべき義務（適正発注体制整備義務）を負っていた。
具体的には，森山からの要求がある中で，本件取引先等に対する発注計画
を策定し具体的な発注を行うのであれば，その際，原子力事業本部による工
事等の発注に対する実効的な牽制機能を有する法務・コンプライアンス部門
やコンプライアンス委員会等の確認を経るような発注体制や，工事等を所管す
る部門から中立性の高い調達部門に工事等の契約締結権限を移管し，発注し
た工事等の適正性について事後確認を行うなどの発注体制を構築すべきで
あった。（甲Aア６・取締役責任調査委員会「調査報告書」２４頁）

被告らの主張
関電の損害につながる不正・不適切発注を特定していない。適正発注体制は
整備されていたなど。 6



被告八木（当時社長）及び被告森（当時会長）は，２０１５年１０
月頃，２０１１年３月１１日の東京電力株式会社の福島第一原子力
発電所事故以降に関電が経営不振に陥った際に役員報酬を減額
した金額に相当する金額を，業績回復後，かつ，役員退任後に一
定の報酬を支払うことにより補填する方針を決めた（本件報酬減
額分補填方針）。（甲Aア５・第三者委員会調査報告書１７２頁）

被告森から指示を受けた関電の秘書室が本件報酬減額分補填
方針を具体化した「役員の報酬返上に係る対応措置の取扱いに
ついて」と題する方針伺いを作成した。被告森及び被告八木は，２
０１６年４月２０日，上記方針伺いの内容を確認した。（甲Aア6 ・取締役責任調

査委員会「調査報告書」３２頁）

報酬減額分の補填の経過
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被告森は，２０１６年５月２７日から同年６月１３日にかけて，同年
６月の定時株主総会終結後に退任する被告森自身を含む合計８
名の役員等に対し，
また被告八木は，２０１７年５月２３日から２０１９年６月１４日にか
けて，被告豊松を含む合計１０名の役員等に対し，
それぞれ，その退任後，役員等に在任中の報酬カット分を考慮し
た報酬額で相談役，エグゼクティブ・フェロー又は嘱託（以下，「嘱
託等」と総称する。）を委嘱する旨の稟議を決裁した。
これらの報酬額は，いずれも関電の秘書室（２０１８年６月２７日
以降は総務室）が本件報酬減額分補填方針に従って算出したも
のを被告森及び被告八木がそれぞれ決裁した。
その結果，２０１９年１０月までの間に，退任した役員等１８名に

対して，当該補填のために２億５９００万円が支払われた。
（甲Aア６・取締役責任調査委員会「調査報告書」３３頁、３４頁）

報酬減額分の補填の経過
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関西電力

市民

①役員報酬減額と引き換
えに、電気料金を値上げ

②値上げされた電
気料金を支払う

被告ら

役員報酬

役員報酬減額分
③裏で補填

表

裏

役員報酬減額分の補填
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原告株主の主張

争点－報酬減額分の補填

・２０１１年３月 福島第一原発事故が発生
・２０１２年２月 関電 関電の全ての原発を運転停止。

これによって収支が悪化。
↓
関電は，
・取締役に対して、２０１２年２月に同年７月分からの報酬を減額（取締役は年
間報酬額の１５％減額，社外取締役は年間報酬額の１０％の減額）
・一般社員に対して２０１３年以降ボーナスや基本給の削減
・利用者に対して２０１３年５月と２０１５年６月の２回、電気料金を値上げ
↓
・福島第一原発事故後の収支悪化について、関電は，会社全体のみならず利
用者にも負担をしてもらいながら、悪化した収支の改善に取り組んだ。つまり、
役職員らの報酬減額の趣旨は、利用者に電気料金値上げを納得してもらうた
めに、役職員自らも痛みを分かち合うという点にあったといえる。
それにもかかわらず，当時削減した分や負担をしてもらった分のうち役員

分についてだけを後に補填する行為は，一部の者だけを利するものであって，
言ってみれば利用者を欺いて料金を値上げした詐欺的行為といえる。この行
為は，関電の一般社員及び利用者の信用，信頼を失わせるものである。
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原告株主の主張

争点－報酬減額分の補填

被告らの主張
役員退任後に委嘱された相談役、エグゼクティブフェローなどの業務は実質
を伴うものであることなど。

・大阪市（利用者であり，かつ，関電の株式を約７％保有）の松井市長
（電気料金値上げの際の関電の説明は）「人件費をカットするから値上げを
理解してほしいというのが経営陣の意見だった。（補填は）とんでもない話で，
公共料金を取り扱う資格がない」

・山口利昭弁護士（企業法務）
「電気料金を支払う市民への背信行為だ。」

・関西経済連合会の松本正義会長
「私の会社でもカットされた報酬はそのままだ。」

→被告森、被告八木及び被告八嶋において、原告会社の取締役として、社内
規定や法令に違反することなく役員報酬を支払う義務に違反
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関西電力

①豊松秀己 約１億1000万円相当
金品受領時に原子力事業本部長

②鈴木聡 約１億２０００万円相当
金品受領時に原子力事業本部副事業本

部長（技術）

③森中郁雄 約４０００万円相当
金品受領時に原子力事業本部長代理

④大塚茂樹 約７２０万円相当
金品受領時に原子力事業本部副事業本

部長（発電）

森山榮治
森山関連業者

①約３億６０００万円の金品提供

金沢国税局
②金品受領分を
役員個人の所得
と認定

③役員個人が修
正申告＆追加納税

④会社財産（電気料
金）から役員個人の
追加納税分を補填

追加納税分の補填

（甲Aア５・１７１頁、１７２頁）

（甲Aア５・８８頁、８９頁、別紙４－１－２－１）

（甲Aア５・８６頁、別紙３－２－３－１）
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被告八木誠（当時会長）と被告岩根茂樹（当時社長）は、被告森
詳介（当時相談役）と話し合った結果，森山に関係する金品受領
問題に関し修正申告及びそれに伴う追加納税を行うこととなった、

・被告豊松（金品受領時に原子力事業本部長）
・鈴木聡（金品受領時に原子力事業本部副事業本部長（技術））
・森中郁雄（金品受領時に原子力事業本部長代理）
・大塚茂樹（金品受領時に原子力事業本部副事業本部長（発
電））

の４名については，それぞれが役員を退任したときに会社の経営
が順調であれば修正申告時の追加負担分を５年間かけて会社が
負担するとの方針を決定。
（甲Aア５・第三者委員会調査報告書１７１頁～１７２頁）

追加納税分の補填の経過

13



被告豊松のエグゼクティブフェローの報酬：月額４９０万円

当該報酬には、取締役副社長執行役員の基本報酬をベースとし
て設定された基本報酬（月額３７０万円）に加えて、
①金品受領問題に関し被告豊松が納付した修正申告に係る追
加納税分の補填（月額３０万円）、
②過去の経営不振時の役員報酬カットに対する補填（月額９０
万円）の趣旨
も含まれていた。（甲Aア５・第三者委員会調査報告書１７１頁）

このうち、①追加納税分の補填は、２０１９年７月から同年１０月
まで４か月にわたって実行され、その補填金額は合計１２０万円。

追加納税分の補填の経過
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原告株主の主張

争点－追加納税分の補填

被告らの主張
被告豊松のエグゼクティブフェローの報酬は、本人の能力、経歴や業務内容
を踏まえたものであって、追加納税分の補填は関わっていないことなど。

・個人の所得に関する費用は，当該個人が負担すべき
・市民（利用者）は，自らが支払った電気料金が，役員個人の得た所得の税
務費用に費消されているとは夢にも考えておらず，本件行為は利用者の信頼
を裏切る重大な背信行為である。
・追加納税が必要になった所得は，特別背任罪等の犯罪に該当すると考えら
れる行為または明らかなコンプライアンス違反行為によって生じたものである。
このような所得についての追加納税分の補填は，犯罪に該当すると考えられ
る行為または明らかなコンプライアンス違反を追認するものであって，利用者
らの信頼を深刻に裏切るものである。
・関西経済連合会の松本正義会長 「税金の補填などありえない」

→被告八木及び被告岩根の原告会社の原告会社の取締役として、電気料金
を適正に算出し、特定の者を利することなく、適切に事業を遂行する義務に違
反
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